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改正不正競争防止法施行（令和6年4月）
• 諸外国の制度及び他の国内経済犯罪とのバランスを考慮しながら、自然人・法人の法定刑

（罰金上限額・懲役刑の長期）を引上げ。

• 日本企業の外国人従業者が国外で単独で贈賄を行った場合に、当該外国人従業者を処罰し得る
規定を創設。

500万円以下

５年以下 10年以下

3,000万円以下

自然人の罰金上限額・懲役刑

３億円以下 10億円以下

法人の罰金上限額

※時効は５年から７年に（刑事訴訟法）

海外単独贈賄行為の処罰対象の拡大

海外

日本企業

日本企業従業者 外国公務員等

※日本の刑事法制での最高額

※日本の刑事法制での最高額

※日本の経済犯罪の最長期間

※従業員の国籍問わず処罰可能
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外国公務員贈賄罪の適用事例

出典：「外国公務員贈賄防止指針（令和６年２月改訂版）」を基に作成

⚫ 不正競争防止法の外国公務員贈賄罪が適用された事例は１２件

⚫ そのうち、法人両罰が適用された事例は４件

⚫ 令和５年改正法施行（令和６年４月）以降の適用事例は０件 （令和６年９月時点）

事件概要 判決日 利益供与（約束）額 制裁等

１ フィリピン公務員に対する不正

利益供与

2007/3 ゴルフクラブセット（約80万

円相当）

• 被告人2名に、50万円、20万円の罰金

 （※平成17年改正前）

２ ベトナム公務員に対する不正利益

供与

2009/1

2009/3

約6,400万円相当の外貨

約2,600万円相当の外貨

• 被告人4名に、懲役2年6月、懲役2年、懲役1年8

月、懲役1年6月（それぞれ執行猶予3年）

• 法人処罰：被告会社に7,000万円の罰金

３ 中国の地方政府幹部に対する不正

利益供与

2013/10 約42万円相当の外貨

女性用バッグ（約14万円相当）

• 50万円の罰金

４ インドネシア、ベトナム及びウズ

ベキスタンにおける日本の円借款

事業を巡る不正利益供与

2015/2 尼：計約2,000万円相当の外貨

及び日本円

越：約7,000万円

ウズベキスタン：約5,477万円

相当の外貨

• 被告人3名に、懲役3年（執行猶予4年）、懲役2

年6月（執行猶予3年）、懲役2年（執行猶予3

年）

• 法人処罰：被告会社に9,000万円の罰金

５ タイ公務員に対する不正利益供与 2019/3

2022/5

約3,993万円相当の外貨 • 被告人2名に、懲役1年6月（執行猶予3年）、被

告人1名に、懲役1年4月（執行猶予3年）

赤字は、最も重い罰則（罰金刑、懲役刑）を科されたもの
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外国公務員贈賄罪の適用事例

出典：「外国公務員贈賄防止指針（令和６年２月改訂版）」を基に作成

赤字は、最も重い罰則（罰金刑、懲役刑）を科されたもの

事件概要 判決日 利益供与（約束）額 制裁等

6 在福岡ベトナム総領事館領事に対

する不正利益供与

2019/12 計15万円 • 50万円の罰金

7 ベトナム税関職員に対する不正利

益供与

2020/1 約735万円相当の外貨 • 100万円の罰金

8 在大阪ベトナム総領事館領事に対

する不正利益供与及び約束

2020/6 10万円の供与及び10万円の

約束

• 50万円の罰金

9 在大阪ベトナム総領事館領事に対

する不正利益供与の約束

2020/7 計14万円の約束 • 50万円の罰金

10 ベトナム公務員に対する不正利益

供与

2022/8 約39万円相当の外貨

約329万円相当の外貨

• 被告人3名に、100万円、70万円、40万円の

罰金

11 在京大使館職員に対する不正利

益供与

2022/8 8万円 • 被告人2名に、各30万円の罰金

• 法人処罰：被告会社に30万円の罰金

12 ベトナム税関局・税務局職員に

対する不正利益供与

2022/11 約980万円相当の外貨

約1,380万円相当の外貨

• 被告人3名に、懲役1年6月、懲役1年6月、懲

役1年（それぞれ執行猶予3年）

• 法人処罰：被告会社に2,500万円の罰金

出典：「外国公務員贈賄防止指針（令和６年２月改訂版）」を基に作成



• 本WGでの議論を経て、令和６年２月に指針改訂版を公表。

＜主な改訂ポイント＞

➢法改正事項の反映

➢SFPに関する記載の修正

➢法人の責任に関する記載の充実化 等

• あわせて各種啓発資料を改訂、公表※。

外国公務員贈賄防止指針の改訂

4

周知・啓発活動

各種講演

• 全国20都市での法改正説明会に加え、日本経済団体連合会、日本貿易会等の業界団体に向けた
説明会や、弁護士等の実務家向けの講演、中小企業向けの講演等を実施。

※ 経済産業省HP 外国公務員贈賄防止：

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/zouwai/index.html

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/zouwai/index.html
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（参考）外国公務員贈賄防止指針 改訂概要

法改正事項の反映 • 自然人・法人に対する罰則の記載を更新
• 罰則の場所的適用範囲についての記載を更新

SFPに関する記載
の修正

• SFPの禁止を奨励する背景として、OECDの理事会勧告を引用
• 日本の不競法上は、SFPに該当するか否かではなく「営業上の不正の利益

を得るため」の利益供与に該当するか否かで判断がなされる旨記載

法人の責任に関す
る記載の充実化

• 海外子会社等の従業員による贈賄行為について、親会社（本社）に処罰
が及ぶケースの明確化
➢ 法人の従業者の範囲についての項目を新設し、説明を追記
➢ 共謀・教唆・幇助が存在した場合の処罰対象について追記

• 外国公務員贈賄防止体制の構築に関する記載の充実化
➢ リスクベース・アプローチに関する記載の充実化
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（参考）普及・啓発状況

日程 講演・説明会

令和5年7月 日本経済団体連合会

令和5年8月 日本貿易会

令和5年8月 ACAMSウェブセミナー

令和5年8月
～令和6年1月

ジェトロセミナー
（海外現地法人に赴任予定の中小企業の社員を対象）

令和5年10月 腐敗防止年次フォーラム2023

令和5年12月 日本弁護士連合会

令和6年1月 医薬品企業法務研究会

令和6年1月 企業研究会

令和6年10月 腐敗防止年次フォーラム2024

※ その他、外国公務員贈賄罪に係る規律強化を含む、令和5年不競法改正について、
 全国20都市（北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州、沖縄）
 での説明会や、関係団体のセミナーにおける講演を計50回以上実施。



（仮訳文）公正な経済に関する繁栄のためのインド太平洋経済枠組み協定

第３条４．

各締約国は、ＵＮＣＡＣに基づく自国の義務及び該当する場合には贈賄防止条約（※OECD
外国公務員贈賄防止条約）に基づく自国の義務を確認する。

第５条１．

各締約国は、贈収賄その他の腐敗行為を防止し、及びこれと戦うため、腐敗行為に関する
犯罪（贈収賄に関する犯罪を含む。）を効果的に防止し、探知し、捜査し、訴追し、及び
これに制裁を科するための自国の取組を強化する。

• 米、日、豪、ＮＺ、韓国、ＡＳＥＡＮ７か国、インド及びフィジーの１４か国が参加する、イ
ンド太平洋地域における経済面での協力について議論するための枠組み。

• ①貿易、②サプライチェーン、③クリーン経済、④公正な経済の4つの柱で構成される。

• ④公正な経済協定は、贈収賄を含む腐敗行為の防止等に向けた取組等について定めており、
２０２４年６月のＩＰＥＦ閣僚級会合において署名。

インド太平洋経済枠組み（IPEF）

7

国際的な動向
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周辺制度：公益通報者保護制度

公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定
の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資すること

目的

①労働者・退職者・役員が、②不正の目的でなく、③勤務先における、④刑事罰・過料の対象となる
不正を、⑤通報すること
※事業者内部への通報を「内部通報」、行政機関・報道機関等への通報を「外部通報」と呼ぶ

公益通報とは

➢ 解雇は無効
➢ 降格・減給その他の不利益な取扱いは禁止
➢ 通報者への損害賠償請求の制限

保護の内容

➢ 事業者に、内部通報に適切に対応するための体制整備等（窓口設置、「従事者」の指定、内部規
定の策定等）を義務付け ※労働者数が３００人以下の事業者は努力義務

➢ 体制整備義務違反等の事業者には行政措置（助言、指導、勧告、勧告に従わない場合の公表）
➢ 内部調査等の従事者に対し、通報者を特定させる情報の守秘を義務付け（違反した場合、３０万

円以下の罰金）

事業者の体制整備義務



9
出典：第１回公益通報者保護制度検討会（２０２４年５月７日）＜資料４－３＞

• 府省庁への通報は増加傾向。

• 特に、令和２年公益通報者保護法改正（令和４年６月施行）により、行政機関への通報について
「公益通報者」として保護されるための要件が緩和されたところ、令和４年度の増加が顕著。

（参考）周辺制度：公益通報者保護制度の活用状況
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出典：第２回公益通報者保護制度検討会（２０２４年６月７日）＜資料８＞

（参考）周辺制度：公益通報者保護制度の諸外国との比較（抜粋）
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（参考）周辺制度：公益通報者保護制度の諸外国との比較（抜粋）

出典：第２回公益通報者保護制度検討会（２０２４年６月７日）＜資料８＞
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（参考）周辺制度：公益通報者保護制度の諸外国との比較（抜粋）

出典：第２回公益通報者保護制度検討会（２０２４年６月７日）＜資料８＞
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（参考）周辺制度：公益通報者保護制度の諸外国との比較（抜粋）

出典：第２回公益通報者保護制度検討会（２０２４年６月７日）＜資料８＞
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• 公益通報者保護制度を巡る近年の国内外の環境変化や、令和２年法改正後の施行状況を踏まえ

た課題について検討するため、消費者庁は令和６年5月から、有識者による「公益通報者保護制

度検討会」を開催。年内に報告書を取りまとめる予定。

出典：公益通報者保護制度検討会「中間論点整理」（２０２４年９月２日）を基に作成

➢ 公益通報者探索を禁止する明文規定の制定

➢ 公益通報を妨害する行為を禁止する明文規定の制定

➢ 公益通報のために必要、かつ、社会的相当性を逸脱しない限り、資料の収集・持ち出し行為を

免責とする規定の制定

➢ 公益通報を理由とする不利益取扱いに対する刑事罰規定の制定

➢ 不利益取扱いが公益通報を理由とすることの立証責任を公益通報者から事業者に転換

➢ 公益通報者として保護される者の範囲拡大（退職者の期間制限の撤廃、フリーランスや下請事

業者の追加）

周辺制度：公益通報者保護制度検討会における検討状況

検討事項（抜粋）
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周辺制度：合意制度（刑訴法第３５０条の２～１５）

➢ タイ公務員に対する不正利益供与（不競法違反）

火力発電システム等に係る事業を営む会社の執行役員等３名が、現地の下請業者から派遣

された者を介して、タイの公務員に金銭を供与した事案。

合意制度が適用された結果、会社は刑事訴追を受けていない。

➢ 自動車メーカー元会長の役員報酬を巡る金商法違反（内容虚偽の有価証券報告書の提出）

➢ アパレル会社の売上金着服に係る業務上横領

➢ 税理士法人などによる粉飾決算報告書を利用した銀行への融資金詐欺

• 特定の重大刑法犯、財政経済犯罪、薬物銃器犯罪等を対象として、検察官と被疑者・被告人が、
弁護人の同意がある場合に、
➢ 被疑者・被告人が、他人の刑事事件について、取調べにおいて真実の供述をしたり、証拠を

提出するなどの協力行為をすること
➢ 検察官が、被疑者・被告人の事件について、不起訴にしたり、特定の訴因で起訴したり、特

定の刑を科すべき旨の求刑をするなどの取扱いをすること

 を内容とする合意をすることができる。

• 平成２８年５月の刑事訴訟法の改正により導入され、平成３０年６月に施行された。

適用事例（報道ベース）
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（参考）外国公務員贈賄罪：主要国の自然人に対する法定刑
 （第１回ＷＧ資料より）

※1 A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Actを基に作成 なお、133円/米ドル、141円/ユーロ、0.11円／ウォン、95円／豪ドルとして換算
※2 第３期対英審査報告書を基に作成
※3 第４期対独審査報告書を基に作成、(i)  「深刻でない」（”less serious”）事案、(ii) 「深刻な」（”serious”）事案、(iii)「特に深刻な」（“especially serious”）事案
※4 第４期対韓審査報告書及び第４期フォローアップ審査報告書を基に作成
※5  第４期対豪審査報告書を基に作成
※6 第４期対仏審査報告書を基に作成

日本 アメリカ※1 イギリス※2 ドイツ※3 韓国※4 オーストラリア※5 フランス※6

法律 不正競争
防止法

海外腐敗行為防
止法 (FCPA)、刑

法

贈収賄防止法
(UKBA)

刑法 国際商取引における外国
公務員に対する賄賂防止

法 (FBPA)

刑法典
(CCA1995)

刑法

自
然
人

罰
金
額

500万円以下
↓

3,000万円以
下

25万ドル以下
（25万ドル＝

約3,300万円）

上限なし (i)1,080万ユーロ以下

(ii)1,080万ユーロ以下
(iii)罰金なし

（1,080万ユーロ＝
約15.2億円）

5,000万ウォン以下
（5,000万ウォン＝

約550万円）

210万豪ドル以
下

（210万豪ドル＝
約2億円）

100万ユーロ以
下

（100万ユーロ＝
約1.4億円）

ス
ラ
イ
ド
制

ー 違反によって得
た不正な利益
又は損失の2
倍以下

ー ー 得られた金銭的利益が
1,000万ウォンを超える場

合、その利益の額（金
銭的利益が贈賄額より少
ないか計算できない場合は

贈賄額）の2~5倍
（1,000万ウォン＝

約110万円）

ー 犯罪収益の2倍
以下

拘
禁
刑

5年以下
↓

10年以下

5年以下 10年以下 (i) 2年以下
(ii) 3月以上5年以下

(iii)1年以上10年以下

5年以下 10年以下 10年以下



17

（参考）外国公務員贈賄罪：主要国の法人に対する法定刑
 （第１回ＷＧ資料より）

日本 アメリカ※1 イギリス※2 ドイツ※3 韓国※4 オーストラリア※5 フランス※6

法律 不正競争防止法 海外腐敗行為防
止法 (FCPA)、

刑法

贈収賄防止法
(UKBA)

秩序違反法 国際商取引における外国公
務員に対する賄賂防止法 

(FBPA)

刑法典
(CCA1995)

刑法

法
人

罰
金
額
・
過
料

3億円以下
↓

10億円以下

200万ドル
以下

（200万ドル＝
約2億6,600万

円）

上限なし 故意である場合

1,000万ユーロ以下
（1,000万ユーロ＝

約14.1億円）
なお、過失の場合、
500万ユーロ以下

（過料）

10億ウォン以下
（10億ウォン＝約1.1億

円）

2,100万豪ドル以下
（2,100万豪ドル＝約20

億円）

500万ユーロ
以下

（500万ユーロ＝
約7億500万円）
なお、再犯の場合、
1000万ユーロ以下

ス
ラ
イ
ド
制

ー

違反によって生
じた不正な利益
又は損失の2倍

以下

ー ー

得られた金銭的利益が5億

ウォンを超える場合、その利
益の額（金銭的利益が贈
賄額より少ないか計算できな

い場合は贈賄額）の
2~5倍

（5億ウォン＝約5,500万
円）

法人およびその関連法人
が直接的または間接的に
得た利益のうち、犯罪を構
成する行為に合理的に起因
するものの価値を裁判所が

判断できる場合、その利益
の価値の3倍以下

犯罪収益の10
倍以下

裁判所が価値を判断できな

い場合、法人の年間売
上高の10％以下

なお、133円/米ドル、141円/ユーロ、0.11円／ウォン、95円／豪ドルとして換算

※1 A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Actと18 U.S. Code § 3571を基に作成
※2 第３期対英審査報告書を基に作成
※3 第４期対独審査報告書を基に作成

※4 第４期対韓審査報告書及び第４期フォローアップ審査報告書を基に作成
※5  第４期対豪審査報告書を基に作成
※6 第４期対仏審査報告書を基に作成
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